
電力供給（鳥羽水環境保全センター）仕様書 
 
１ 概要 

（１） 対象建物 
鳥羽水環境保全センター 

（２） 需要場所 
京都市南区上鳥羽塔ノ森梅ノ木１ 

（３） 業種及び用途 
官公署（下水道施設）（Ｂ－ＴＯＵ） 

 
２ 仕様 

（１） 電気方式、標準電圧、標準周波数、受電方式等 
ア 電気方式 交流３相３線式 
イ 標準電圧 ７０，０００Ｖ 
ウ 計量電圧 ７０，０００Ｖ 
エ 標準周波数 ６０Ｈｚ 
オ 受電方式 ２回線受電 

 
（２） 契約電力、予定使用電力量 

ア 契約電力（契約上使用できる最大電力をいい、３０分最大需要電力計により計量される

値が原則としてこれを超えないものとする。） 
(ア) 契約電力（常時電力） １０，８００ｋＷ 

(イ) 契約電力（予備電力） １０，８００ｋＷ 
（常時供給設備等の補修又は事故により生じた不足電力の補給にあてるため、常時供

給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で、予備電線路により受電する。） 
 

イ 予定使用電力量 ６０，０６８，２６２ｋＷｈ 
（令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの使用量見込み） 

(ア) 各月の電力使用計画 別紙１、別紙２の通り 
 

（３） 契約使用期間 令和７年４月１日０時から令和８年３月３１日２４時まで 
 

（４） 需給地点 
需要場所における特別高圧受電室内の関西電力送配電㈱の７０ｋＶ地中引込線立上り電纜終

端箱（２ヶ所）。 
 

（５） 電気工作物の財産分界点 
需給地点に同じとする。ただし、取引用計量装置は関西電力送配電㈱の所有とする。 



（６） 保安上の責任分界点 
需給地点に同じとする。 
 

（７） 検針日及び計量 
検針日は毎月１日とし、１日に検針を行うことができない場合は、翌日以降に行うものとす

る。計量は、計量器により記録された値によるものとする。 
 

（８） 力率 
ア 力率は、その月の午前８時から午後１０時までの時間における平均力率とする。単位は％

とし、小数点以下第１位を四捨五入する。（瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間

力率は１００％とする。） 
平均力率の算定式は次のとおり。 

２２＋（無効電力量）（有効電力量）

有効電力量
平均力率＝ ×１００ [％] 

イ 契約期間における予定平均力率は、１００％とする。 
 

（９） 電気料金に関する事項 
電気料金に関する事項は、契約書案及び入札説明書の定めるところによる。 
なお、燃料費調整単価及び市場価格調整単価について、令和６年１２月時点の電気供給条件に

準ずる約款で、契約期間は適用すること。 

 

（１０）受電日誌 
毎日０時から２４時まで３０分ごとの電力量を記録した受電日誌及び電子データを、月１回提

供すること。 
 

（１１）積算パルスサービス 
取引メータから積算パルスを必要に応じて出力すること。 
 



別紙１ 
 

各月の電力使用計画（令和７年度） 
（単位：kWh） 

年 月 重負荷電力量 昼間電力量 夜間電力量 合計 

7 4 0 2,426,307 2,706,106 5,132,413 

 
5 0 2,191,811 2,988,069 5,179,880 

 
6 0 2,571,568 2,377,196 4,948,764 

 
7 1,216,646 1,178,026 2,514,501 4,909,173 

 
8 1,272,863 1,230,662 2,509,289 5,012,814 

 
9 1,185,741 1,150,803 2,504,580 4,841,124 

 
10 0 2,391,523 2,515,207 4,906,730 

 
11 0 2,317,021 2,544,839 4,861,860 

 
12 0 2,426,119 2,645,043 5,071,162 

8 1 0 2,247,435 2,838,639 5,086,074 

 
2 0 2,275,369 2,572,675 4,848,044 

 
3 0 2,585,765 2,684,459 5,270,224 

計 3,675,250 24,992,409 31,400,603 60,068,262 

 
 
各電力量の定義は以下による。 

・重負荷電力量… 夏季（７月１日から９月３０日）の毎日１０時から１７時までの時間。ただし、「休

日等」に定める日を除く。 

・昼間電力量……毎日８時から２２時までの時間。 

ただし、重負荷時間及び「休日等」に定める日を除く。 

・夜間電力量……上記以外の時間。 

・「休日等」…… 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日及び１月２日、１月３日、 

４月３０日、５月１日、５月２日、１２月３０日、１２月３１日とする。 



別紙２ 

 
各月の電力使用計画（令和７年度） 

（単位：kWh） 

年 月 大口種別 電力量 

7 4 その他季節 5,132,413 

 
5 その他季節 5,179,880 

 
6 その他季節 4,948,764 

 
7 夏季 4,909,173 

 
8 夏季 5,012,814 

 
9 夏季 4,841,124 

 
10 その他季節 4,906,730 

 
11 その他季節 4,861,860 

 
12 その他季節 5,071,162 

8 1 その他季節 5,086,074 

 
2 その他季節 4,848,044 

 
3 その他季節 5,270,224 

計 
 

60,068,262 

 
 
各電力量の定義は以下による。 

・夏期……７月１日から９月３０日の全日電力量。 

・その他季……夏季以外の全日電力量。 


